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　北塩原村長　様

㊞

下記のとおり鉱泉浴場を経営するので、村税条例第１４９条の規定により申告します。

そ の 他

参考事項

人

建　　坪　　数

㎡ 棟

浴　　　　　場

㎡

最大収容人数

ホール広　間 宴会場 応接室 洋　間 食　堂

室室 室

畳

室

6.0 畳 12.0 畳

室 室室 室

経営場所の構造

及び設備の概要

室　　　　　　　　　　　　　数

4.0 畳 4.5 畳 8.0 畳 畳10.0 畳

入湯税経営申告入湯税経営申告入湯税経営申告入湯税経営申告（（（（異動異動異動異動））））書書書書

令和　　年　　月　　日

鉱泉浴場の所在地 屋　号

個人番号
又は法人番号

経営責任者
住所

氏名


